
 
 

 
訪問看護重要事項説明書

訪問看護ステーション　アルク
事業所番号：3062190107

�
令和7年4月1日現在

訪問看護サービス重要事項説明書
 
利用者　 　　　　　　　様（以下「甲」という）の訪問看護サービスの提供開始にあたり、厚生省第

37号第8条に基づいて、株式会社　アルク「訪問看護ステーション　アルク」（以下「乙」という）が
甲に説明すべき重要事項は次のとおりです。
 
 
 
１．事業者の概要

名称・法人の種別：　株式会社　アルク
代　表　者　名　：　倉谷　佳敬
所在地・連絡先　：　和歌山県日高郡みなべ町山内字西魚崎1444番地

電　　話　　：　0739－34－8686
 
 
《介護保険法等に基づき和歌山県知事より指定を受けているサービスの種類》
　訪問看護・介護予防訪問看護　：　訪問看護（医療保険）
 
 
 
２．事業所の概要
事業所の名称 訪問看護ステーション　アルク

所在地 和歌山県日高郡みなべ町山内字西魚崎1444番地

電話
FAX

0739-34-8686
0739—34—8685



事業所番号 3062190107

管理者氏名 三好　紗恵

事業の実施地域田辺市　白浜町　みなべ町　上富田町

営業日 月曜日～金曜日　祝日　　８：３０～１７：３０

営業しない日
土曜日・日曜日　年末年始（１２/３１～１/３）
※上記、営業しない日においても心身の状態により、ご希望があれば当番に
て対応させて頂きます。

 
 
 
３．事業の目的と運営方針
　　事業の目的　：在宅療養を希望する方の訪問看護
　サービスの内容：自宅で療養される方が安心して療養生活を送れるように、１～３ヶ月に１回、主治

医の指示により訪問看護師が訪問し、必要な処置を行い、在宅療養の援助及び体調
管理を行います。また、リハビリが必要な方には、看護師に代わり理学療法士等が
訪問しリハビリを行います。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．事業所の職員体制
　　事業所の従業者数、勤務体制及び業者の職種
従業者の職種人数（人） 区分（人） 職務内容

管理者 １ 常勤管理者兼務１ 訪問看護
管理者兼務

 １ 常勤看護師兼務１  
看護師 ６ 常勤５ 非常勤１ 訪問看護

理学療法士 ３ 常勤３非常勤０訪問リハビリ
作業療法士 ０ 常勤０ 非常勤０訪問リハビリ

 
５．利用料：介護保険利用の場合（単位：円）
（１）保険割合による利用料

１割負担の方：５．（２）（３）にある利用料金
２割負担の方：５．（２）（３）にある利用料金×２（例：３０３×２＝６０４）
３割負担の方：５．（２）（３）にある利用料金×３（例：３０３×３＝９０６）

（２）介護予防訪問看護および訪問看護の利用料金
看護師が訪問を行った場合（１割負担）

所要時間 基本料金 夜間・早朝の加算有
（２５％増）

深夜の加算有
（５０％増）

介護度別 要支援
１・２

要介護
１～５

要支援
１・２

要介護
１～５

要支援
１・２

要介護
１～５

２０分未満　※１ ３０３ ３１４ ３７９ ３９２ ４５４ ４７１
３０分未満 ４５１ ４７１ ５６２ ５８９ ６７６ ７０６

３０分以上６０分未満 ７９４ ８２３ ９９１ １０２７ １１８９１２３３
６０分以上９０分未満１０９０１１２８ １３６０ １４０７ １６３３１６８０
注１：夜間・早朝・深夜の時間帯　早朝・夜間：６時～８時・１８時～２２時　深夜：２２時～６時
注２：国が定める中山間地域等の中において、当ステーションが定める実施区域外へお住まいの

方については１回につき上記利用料（その他の加算は除く）に５％を乗じた額となります。
（例）看護師が６０分未満の訪問の場合　７９２円×１．０５＝８３２円

注３：要介護区分の利用限度額を超過した場合は、超過点数分の１０割をご負担となります。
 
 

准看護師が訪問を行った場合（１割負担）

所要時間
基本料

金　　　　　　　　　　　　　　　
　　

介護度別 要支援
１・２

要介護
１～５

２０分未満　※１ ２７３ ２８３
３０分未満 ４０６ ４２４

３０分以上６０分未満 ７１４ ７４０



６０分以上９０分未満 ９８０ １０１４
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
※１　２０分以上の訪問が週に１回以上計画されている場合に限り利用可能となります。
（夜間・早朝における訪問は基本報酬に２５％上乗せとなります。深夜における訪問は基本報酬に５０％上乗せとなりま
す。）

理学療法士・作業療法士が訪問を行った場合（１割負担）
所要時間 基本料金  

介護度別 要支援
１・２

要介護
１～５  

２０分（１回）２８４２９５  

４０分（２回）５６８５８８  

６０分（３回）４２９７９５  

　　
注１：理学療法士・作業療法士による訪問は、１週間の内１２０分までが上限となります。
（夜間・早朝における訪問は基本報酬に２５％上乗せとなります。深夜における訪問は基本報酬に５０％上乗せとなりま
す。）
注２：理学療法士等による訪問看護費は、1日に２回を超えて（３回以上）行う場合、１回につき９０/１００に相当する単位

数を算定となります。
注３：理学療法士等による介護予防訪問看護費は、1日に２回を超えて（３回以上）行う場合、１回につき５０/１００に相当

する単位数を算定となります。
注４：理学療法士等による介護予防訪問看護の開始日の属する月から１２月を超えて利用者様に介護予防訪問看護を行った場

合、１回につき５単位を減算となります。

（３）その他の加算（１割負担）
緊急訪問加算 ６００／月 長時間訪問看護加算 ３００／適応時

初回加算 300　350／初回 特別管理加算 Ⅰ　※２ ５００／月

退院時共同指導加算 ６００／適応時  Ⅱ　※３ ２５０／月

サービス提供体制加算Ⅱ ３／回 ターミナルケア加算 ２５００

看護・介護職員連携強化加算 ２５０／月 中山間地域における小規模事業所加算 ５％/回

複数名訪問看護
加算

Ⅰ
看護師等
２人

３０分未満２５４／適応時
Ⅱ

看護師と
看護補助者

３０分未満 ２０１／適応時

  ３０分以上４０２／適応時  ３０分以上 ３１７／適応時

同一建物居住者に対する訪問減算 所定訪問時間金額に９０％を乗じた額
（同一建物に２０人以上いる場合）

 
 
※２　在宅悪性腫瘍患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、若しくは、

気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態の場合に適応となります。
　　※３　※２以外の特別な管理を必要とする場合に適応となります。（在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している

患者・真皮を超える褥創の状態にある者等）
 

６．その他の費用　（介護保険・医療保険共通）
・死後の処置料：１５，０００円（税込）　　・衛生材料費（税込）
・お薬・利用物品などの立替料金
・当事業所の営業地域外において、片道10キロメートル以上の移動距離を超えたとき、500円の料金がかかります。
 
 
 
 
 
 

 
７．利用料：医療保険利用の場合（単位：円）
 
【負担の金額は、下記表の金額へ保険証記載の負担割合を掛けた金額となります】
 
　　（１）訪問看護管理療養費　
初　　日７，４４０円２日目以降３，０００円

（２）訪問看護基本療養費　
 週１日以上３日目まで 週４日以上７日目まで 注１ 訪問延長料金（自費負担）

基本療養費Ⅰ（看護師） ５，５５０円 ６，５５０円
１日に４回以上訪問した場

合、１回につき
３，０００円
※２・※３該当者



基本療養費Ⅰ（准看護師） ５，０５０円 ６，０５０円  

基本療養費Ⅰ（理学療法士等） ５，５５０円 ５，５５０円  

基本療養費Ⅱ（看護師）
同一日２人以下 ５，５５０円 ６，５５０円  

基本療養費Ⅱ（看護師）
同一日３人以上 ２，７８０円 ３，２８０円  

基本療養費Ⅱ（准看護師）
同一日２人以下 ５，０５０円 ６，０５０円  

基本療養費Ⅱ（准看護師）
同一日３人以上 ２，５３０円 ３，０３０円  

基本療養費Ⅱ(理学療法士等)
同一日２人以下 ５，５５０円 ５，５５０円  

基本療養費Ⅱ(理学療法士等)
同一日３人以上 ２，７８０円 ２，７８０円  

　　
（３）その他加算　
24時間対応体制加算 ６，４００円 緊急訪問看護加算 ２，６５０円

特別管理加算（重症） ５，０００円 乳幼児加算（６歳未満） １，５００円

特別管理加算 ２，５００円 退院時共同指導加算 ８，０００円

長時間訪問看護加算
（９０分以上） ５，２００円 特別管理指導加算　 ２，０００円

早朝・夜間加算
（６時～８時・１８時～２２時） ２，１００円 退院支援指導加算 ６，０００円

深夜加算
（２２時～翌６時） ４，２００円 退院支援指導加算

（長時間） ８，４００円

在宅患者緊急時等カンファレ
ンス加算

（月２回まで）
２，０００円 情報提供加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ １，５００円

  

がん専門訪問看護料
褥瘡専門訪問看護料

人工肛門専門訪問看護料
人工膀胱専門訪問看護料

１２，８５０円

ターミナルケア療養費１ ２５，０００円 ターミナルケア療養費２ １０，０００円

在宅患者連携指導加算 ３，０００円 看護・介護職員連携強化加算 ２，５００円

《同一建物内における加算》

 種別
同一建物内
1人又は２人

同一建物内
３人

難病等複数回訪問加算
（※２・※３該当者のみ算

定可能）
１日に２回 ４，５００円 ４，０００円

 
１日に３回以上 ８，０００円 ７，２００円

複数名訪問看護加算 看護師 ４，５００円 ４，０００円

 
准看護師 ３，８００円 ３，４００円

 
看護補助者 ３，０００円 ２，７００円

 看護補助者及
び看護師等
※２・※３
該当者

１日１回 ３，０００円 ２，７００円

  
１日２回 ６，０００円 ５，４００円

  
１日３回以上１０，０００円９，０００円

 
　注１　厚生労働大臣が定める特定疾患（小児を含む）・末期がん等または特別管理加算を算定している者、若しくは

医師より特別指示書が交付された場合にのみ週４日以降の訪問可能となります。
注２　当事業所の営業地域外において、片道１時間以上の移動時間がかかる場合は、特別地域加算の対象となり、

基本療養費の５０％増しとなります。
 
 

 
＃１　医療保険は主治医より、特別訪問看護指示書が発行された場合に適応となります。
○　１割負担の場合１日利用　５，５５０＋７，４４０×０．１(１割)＝１，３００円
　    ３割負担の場合１日利用　５，５５０＋７，４４０×０．３(３割)＝３，９００円
○　保険適用外の場合は上記金額の１０割負担となります



 
８．苦情申立窓口
 
【訪問看護ステーション　アルク】
　　電　話：０７３９-３４-８６８６
　　担当者：三好　紗恵
 
【和歌山県国民健康保険団体連合会　苦情（相談）窓口】
　　住　所：和歌山市吹上２丁目１-２２　日赤会館内
　　電　話：０７３-４２７-４６６２
 
《要介護の方：田辺市役所　介護保険係》
　　住　所：和歌山県田辺市高雄一丁目２３－1
　　電　話：０７３９-２６-４９３１
 
《要支援の方：田辺市地域包括支援センター》
住　所：和歌山県田辺市高雄一丁２３－1　田辺市民総合センター内

　　電　話：０７３９-２６-９９０６
 
 
１．利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置

　・相談または苦情に対する常設の窓口として，相談担当者を置く。また，担当者が不在の時は、基本的な事項については誰
で も 対 応 で き る よ う に す る と と も に 、 担 当 者 に 必 ず 引 き 継 ぎ を す
る。

　 ・ 夜 間 ・ 休 日 等 の 場 合 は 、 転 送 電 話 に よ り 対 応 す
る。

　 　 　 （ 電 話 番 号 ） 　 ０ ７ ３ ９ - ３ ４ - ８ ６ ８ ６ 　 　 　 （ Ｆ Ａ Ｘ ） ０ ７ ３ ９ - ３ ４ - ８ ６ ８
５　
　　　（相　談　担 当 者）　　三好　紗恵
　 　 　 （ 田 辺 市 役 所 や す ら ぎ 対 策 課 ） 電 話 　 ０ ７ ３ ９ - ２ ６ - ４ ９ ３
１
　 　 　 （ 和 歌 山 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 ） 電 話 　 ０ ７ ３ - ４ ２ ７ - ４ ６ ７
０
　２．円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

　（１）苦情を受け付けた担当者等は、苦情処理ノート等に内容の概要を記載する。       その場
で 対 応 可 能 な も の で あ っ て も 、 必 ず 管 理 者 に 報 告 の う え 処 理 す
る。

　（２）苦情の内容により、事業所内で処理が可能な場合は、その処理内容を決定のうえ、利用者に説明を行うと共に、その
家族にも連絡をとり、直接訪問するなどして説明を行う。

　（３）苦情の内容により、事業所内で処理が行えない場合については、管理者を含めた検討会議を行うとともに、当該市町
村に連絡し指導または助言を受け処理内容の決定をする。

　（４）利用者に対してサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償について検討す
る。

　 （ ５ ） 苦 情 に 対 す る 記 録 簿 を 作 成 し 、 再 発 防 止 に 役 立 て る も の と す
る。

　３．苦情があったサービス事業者に対する対応方針等（居宅介護支援事業者の場合記入）

　 　 直 ち に 事 業 者 に 連 絡 を 取 り 、 事 情 を 説 明 の 上 、 対 応 を 確 認 を 行 い 次 第 、 利 用 者 お よ
び
　　そのご家族に連絡して説明をする。
 
 
 
 
９．緊急時の対応方法
　乙は、甲の主治医への連絡を行い、主治医の指示に従います。また、緊急連絡先へ連絡致します。
 
 第三者評価(無)
 
乙　当事業者は、甲１に対する居宅サービスの提供開始にあたり、甲１又は甲２に対してサービス内容の説明書及び重要事項
説明書に基づいて、サービス内容及び重要事項を説明しました。

 
 

 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
 
　　　　　　　　（乙）　所在地：和歌山県日高郡みなべ町山内字西魚崎1444番地　　
　　　　　　　　　　　　名　称：株式会社　アルク　
　　　　　　　　　　　　　　　　訪問看護ステーション　アルク　　
 
　　　　　　　　　　　　管理者：　　　三好　紗恵　　　　　印　　　
 

説明者：　　　　　　　　　　　　　印　　
 
 
 

　甲　私は、本書面においてサービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、乙からサービスの内容及び重要事項の説明
を受けました。

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　（甲１）利用者
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　住　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　（甲２）利用者の後見人又は家族
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　住　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


